
幼児教育・保育の無償化（丹波篠山市） 市内施設版

保育の必要性はありますか？
現在通っている施設は？ 幼稚園 4・5歳児・・・保育料が無償

上記以外 無償化の対象となりません

現在通っている施設や利用している事業は？

保育園／

認定こども園（2・3号認定：保育所として利用）

0～2歳児…住民税非課税世帯のみ保育料が無償

3～5歳児…保育料が無償

幼稚園

4・5歳児・・・預かり保育料が無償

4・5歳児・・・保育料が無償

さらに預かり保

育を利用

上記以外 無償化の対象となりません。

病児・病後児保育事業／

一時預かり事業／

ファミリー・サポート・センター事業／

認可外保育施設（届出している施設）／ 0～2歳児…住民税非課税世帯のみ、合算利用料が月額42,000円まで無償

3～5歳児…合算利用料が月額37,000円まで無償

いいえ

はい

※保育園、認定こども園、預かり保育のある幼

稚園に在籍している場合は、無償化の対象に

なりません。

認定こども園（1号認定：幼稚園として

利用）
3～5歳児・・・保育料が無償

預かり保育が

ない(篠山、た

まみず、岡野

幼稚園)

4・5歳児・・・病児・病後児保育事業／一時

預かり事業／ファミリー・サポート・センター

事業／認可外保育施設（届出している施

設）の合算利用料が月額11,300円まで無償

（注1）給食費、バス利用料、行事費は、無償化の対象外なので、これまでどおりご負担いただきます。

（注2）多子減免（第2子半額、第3子無料）は、従来どおり継続します。

・就労(1か月あたり64時間以上)

・妊娠、出産(出産予定日の前後2

か月間)

・保護者の疾病、障害

・親族の介護、看護

・災害復旧

・求職活動(起業準備含む)

・就学(職業訓練含む)

・育休取得中に、すでに保育

を利用している子どもがいて

継続利用する必要がある場合

・ひとり親等

・生活保護受給世帯

※保育の必要性の認定を受ける必要があります。


